
 

『資産税関連の質疑応答事例集 納税猶予等３本掲載―国税庁』 
  
 国税庁の資産課税課は今般、質疑応答事例を３本公表した。いずれも、実務の重要な参考資料として活用が
期待される。 

 【非上場株式についての贈与税・相続税の納税猶予及び免除の特例措置等】贈与税、相続税の納税猶予関係

でそれぞれ対象となる贈与または相続の態様、猶予税額の計算に関する質疑を掲載。非上場株式等の贈与者

が死亡した場合の相続税の課税の特例関係のほか、一般措置と特例措置の適用関係、確定事由関係、猶予税

額の免除関係、特例認定承継会社等の被災に対して講じる災害措置等も１章ずつ使い取り上げている。 

 【配偶者居住権等の評価】被相続人と配偶者との間に長男と次男、長男とその妻との間に子が１人という家族構

成と、借家権割合３０％、借地権割合４０％という数値を用いて、配偶者居住権及び敷地利用権の評価方法の概

要と、具体的計算例についての質疑を掲載。賃貸部分や共有部分の有無で分け、表や図を交えて増改築や店

舗併用住宅等多くの設例を、詳細に解説。 

 【相続税及び贈与税等】配偶者居住権関係（小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例関係）

では、図や実際の計算明細書を用いて様々なケースを掲載。遺留分制度関係でも、想定される個々の事例ごと

に詳しい計算方法を示している。 

 

『２０２０政府基本方針発表 デジタル化と付加価値増大へ』 
         
 政府はこのほど「経済財政運営と改革の基本方針２０２０」を閣議決定した。第１章「新型コロナウイルス感染症

の下での危機克服と新しい未来に向けて」冒頭において「我々は、時代の大きな転換点に直面しており、この数

年で思い切った変革が実行できるかどうかが、日本の未来を左右する。」と危機意識を明示。方針内容は多方面

に亘るなかで、「新たな日常」構築の原動力となるデジタル化への集中投資・実装とその環境整備～デジタル

ニューディール～を、１０年掛かる変革を一気に進める、と宣言。中でも注目されるのが、地方の中堅・中小企業・

小規模事業者支援の概要。『中小企業から中堅企業への成長阻害要因の除去による企業規模拡大や、付加価

値増大によって生産性向上を後押しする。（略）「第三者承継支援総合パッケージ」に基づき、後継者不在の中小

企業の事業継承を後押しする。事業統合・再編を促すため、予算・税制等を含めた総合的な支援策を推進する。

複数の中小企業が連携してデータ・情報を共有し、サプライチェーン全体を効率化する取組や中堅・中小企業と

大学等が連携して事業化する取組について重点的に支援する』。方針書全体の分量に比して、その割合は低く、

かつ連携や統合等による付加価値の向上を促すトーンで一貫されている。 
  

出典元：日本中小企業経営支援専門家協会(JPBM) ※本記事・内容の無断転載を禁じます 
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＜夏期休業のご案内＞ 
   

令和２年８月１３日（木）から８月１６日（日）まで休業させていただきます。 

次回の発信は８月１７日（月）の１３２８号です。よろしくお願いいたします。 
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